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第４章 国営事業における取組手順（参考）※ 

４．１ 基本事項 

 

【解説】 

・ 事業化に当たっては、選択する事業によりプロセスが異なることに留意し、各種法

令や各事業の要綱・要領等に基づき適切に対応する。 

 

・ 国営事業による機能保全対策の実施を検討する地域においては、機能診断やその結

果に基づき施設毎に作成される機能保全計画等を活用して、 

 ①水系等の広域にわたる施設群を対象とする中長期的な整備年次計画（「長寿命化に

配慮した更新整備計画」） 

 ②事業実施を見据えた形で地区単位の施設群を対象とした長期的なマスタープランと

しての「施設長寿命化計画」 

等を要綱・要領等に基づき適切に作成しつつ、事業化に向けた検討を行う。 

 

機能保全計画の策定から対策事業実施までの流れを図４－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図４－１ 機能保全計画の策定から対策事業実施までの流れの例】 

 

  

機能診断結果等より作成した機能保全計画に基づく対策を実施するため、事業化に

向けた検討を行う。 

その際、性能低下の状況のみならず、地区内の営農状況や事業規模等を考慮し、目

的に合った事業を選択する必要がある。 
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※本章は国が行うストックマネジメント関係事業における取組手順を参考として記載し

ている。 



- 90 - 

 

４．２ 広域的な計画（長寿命化に配慮した更新整備計画）の策定 

 

【解説】  

・ 我が国の食料生産力の確保を図るため、大規模かつ優良な農業地域においては、水利

用や施設管理の現状を分析し、水利組織の再編構想の策定、水利用計画の概定等を行う

とともに、適切な補修・更新時期等の検討を行う「長寿命化に配慮した更新整備計画」

を含む広域基盤整備計画を作成している。 

 

・ 「長寿命化に配慮した更新整備計画」を策定する場合は、個々の施設の機能保全コス

トを精緻に検証するのではなく、広域における農業水利施設の機能を保全し、かつ、コ

ストや実施体制の平準化を行うことを念頭に、機能診断調査の調査項目、調査単位、調

査間隔を適切に決める必要がある。  

  

・ 本計画は、水利施設のライフサイクルを考慮して、４０年以上の計画期間とすること

が望ましい。また、比較的新しい施設群で本計画を策定する必然性が乏しい場合、問題

点の整理や対処方針のみを示し、次回の計画改定の際に再度検討するといった計画の策

定手法も活用すべきである。  

 

・ また、本計画は、機能診断や毎年の点検結果等を踏まえ、対策工事の内容や実施時期

について検証し、必要に応じ見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水系等の広域にわたる施設群を対象として中長期にわたる基幹的農業水利施設の機

能を維持するための計画のうち「長寿命化に配慮した更新整備計画」の策定に当たって

は、水利システムとしての機能保全コストに着目した検討を行う。 

また、機能診断や施設監視結果等を踏まえ、対策の内容や時期を検証する。 
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４．３ 地区単位の計画（施設長寿命化計画）の作成 

４．３．１ 施設長寿命化計画の作成 

 

【解説】  

・ 「施設長寿命化計画」は事業地区単位で作成されるものであり、対象地区における基

幹的農業水利施設を維持するためのマスタープランとなる。 

 

・ 施設長寿命化計画は、施設ごとに作成される機能保全計画を活用しつつ、整備年度の

同期化や予算の平準化など、地区全体での整備を行う場合に考慮すべき効率性等を踏ま

えて作成する。  

  

・ 施設長寿命化計画においては、施設の状況、機能診断結果、長寿命化対策の内容等に

ついて記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設の機能保全と長寿命化を目的とした「施設長寿命化計画」を策定する場合には、事

業実施地区単位を基本として、施設別の対策工法やその実施時期、施設監視の考え方、事

前積立の取組方針などを機能保全コストの低減を考慮しつつ作成する必要がある。 
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４．３．２ 段階的な調査 

 

【解説】  

・  施設長寿命化計画は、施設の種類や健全度等に応じ、ある程度まとまりのある施設単

位で、継続使用や機能保全対策が組み合わされたものとして策定する。  

  

・  同計画において必要となる対策工事が一定規模以上となる場合は、土地改良事業によ

る対応を念頭に置いた土地改良事業計画書（案）の作成に向けて、より詳細な調査を実

施する。  

  

・  部分的な対策工事のみ実施すれば足りる場合は、詳細な追加調査を必要に応じて行う

他、緊急性等について施設管理者、事業実施主体予定者と調整の上、対策工事を実施す

る。   

なお、機能診断調査の段階で緊急的な対策の必要が判明した場合も同様の対応とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設長寿命化計画の中で、機能保全対策の優先実施が必要な施設については、その規

模に応じて段階的な調査を行い、土地改良事業計画書（案）作成のプロセスへの移行や

、部分的な対策工事の実施などを検討する。 
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４．３．３ 留意すべき事項 

 

【解説】  

（１）調査内容  

・ 施設長寿命化計画は、事業地区全体を対象とするため、様々な要因により健全度の異

なる施設が混在していることから、設置後の経過年数に基づき一律の調査内容とするの

ではなく、変状の要因や劣化進行状況に応じて柔軟に調査内容を設定する必要がある。  

また、必ずしも調査単位を一定に区切る必要はなく、施設断面の変更点や、劣化進行

速度の相違など、合理的な調査単位の設定を行うことが重要である。  

  

（２）計画期間 

・ 計画期間は、水利施設のライフサイクルを考慮して、４０年以上の計画期間とするこ

とが望ましいことや土地改良事業の経済効果算定が「工事期間＋４０年間」とされてい

ることを踏まえ、「工事期間＋４０年間」を基本とする。 

 

（３）機能保全対策の実施時期の調整 

・ 施設単位の機能保全対策の実施時期は、シナリオに応じた機能保全コストの比較によ

って決められるが、事業地区単位で整理すると複数の施設の機能保全対策時期が重複

し、単年度の対策工事費に偏りが生じる場合がある。施設長寿命化計画の作成に当たっ

ては、必要に応じて地方公共団体、施設管理者の財政等も勘案し、リスク管理を行いつ

つ、コストの平準化等を念頭においた対策の実施時期の調整についても留意する。  

 

 

 

  

施設長寿命化計画の調査内容は、変状の要因等に応じて柔軟に設定し、計画期間は「工

事期間＋４０年間」とする。また、機能保全対策の実施時期については、施設管理者等と

の調整が必要であることにも留意する。 
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４．４ 土地改良事業計画書（案）の作成 

４．４．１ 基本事項 

 

【解説】  

・ 土地改良法等に基づく事業として行うことが見込まれる場合であって、施設長寿命化

計画を作成している場合は、それを踏まえて土地改良事業計画書（案）を作成する。  

  

・ 土地改良事業計画書（案）を作成する段階での調査は、事業化の対象施設について、

概定された機能保全対策が技術的に可能であるか検討し、主要工事計画（対策工事の計

画とその施工方法の概要）を取りまとめる。  

  

・ 主要工事計画は、事業着手後に具体的な調査設計作業が進められるよう、対策工法を

概定し、構造計算、仮設計画の作成、数量計算等を踏まえて概算工事費を算定し、取り

まとめる。  

 

・ なお、施設の機能を保全するために必要となる附帯的な施設（例えば、維持管理費の

軽減に資するチェックゲートや小水力発電施設、ダムの長寿命化に資する貯砂堤など、

機能保全コストの低減に資する施設）の設置は、機能保全の取組の一環として実施する

ことが可能である。 

 

 

 

 

 

 

  

土地改良事業による対策を実施するため、土地改良事業計画書（案）を作成する際、地

区単位の施設長寿命化計画が作成されている場合には、それを踏まえて土地改良事業計画

書 （案）を作成する。なお、対象となる施設の主要工事計画についても、施設長寿命化

計画で選定された対策を基本とする。 
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４．４．２ 技術検討委員会 

 

【解説】  

・ 土地改良事業計画書（案）等を作成する調査の段階では、より詳細な機能診断や対策

工法の検討が必要となることから、性能指標などについて全国共通の考え方が適用し難

い場合も多いと考えられる。このため、地区の状況に応じた機能診断項目の追加・選定

や、劣化予測方法の工夫などにより対応する必要がある。 

  

・ このため、これまでの様々な技術的な経験の蓄積を動員して対応することが必要とな

ることから、技術検討委員会を設け、専門家の意見を聞いて対処することが有効と考え

られる。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個々の現地状況に適応した機能診断や劣化予測、対策工法の検討等を行うため、必要に

応じて専門家の意見を聞く技術検討委員会の活用を検討する。 
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４．５ 事業実施段階での調査 

 

【解説】  

（１）事業実施段階における詳細な調査に基づく対策工事の検討  

・ 具体的な工事発注単位が明確になった段階で、施設の性能低下の状態、仮設も含めた

現場条件を詳細な調査により確認し、工期、周辺環境への影響、経済性、維持管理のし

やすさなどを考慮し、対策工法を確定する。  

 

・ 事業実施段階においては、施設の重要度に応じて事故が発生した場合のリスクも考慮

し、緊急的な対応や事業期間内の対策工事の優先順位についても検討する。 

  

・ なお、継続的な施設監視の結果等により新たに対策が必要となった施設を加えること

も含め、事業実施段階における詳細な調査の結果等を受けて、事業計画策定時に検討し

た対策工法を修正する必要が生じた場合には、総事業費への影響等を十分に検討する。 

 

（２）有識者等の知見の活用 

・ 事業実施段階における詳細な調査や対策工法の検討を行う際には、事業地区の特性

を踏まえた施工や整備水準に関する基準を策定しておくことが必要である。この基準

は、例えば、特殊な工法を検討する場合には、専門的な知見を有する技術者からの指

導・助言などを踏まえて策定し、合理的かつ客観的なものとなるよう努める必要があ

る。  

事業実施段階においては、必要な詳細調査（実施設計）を行い、対策工法を確定する。

その際には、経済性や仮設も含めた施工条件、周辺環境への影響、工期の制約などを総合

的に検討する。 
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４．６ 事業実施後の情報管理 

 

【解説】  

（１）対策工事に関する情報の記録・保存 

・ 今後の機能診断調査を円滑に実施するため、対策工事を実施した地点や機能診断を実

施した地点を表示するプレート（施設名称・定点番号等）を施工と併せて設置しておく

ことが望ましい。 

 

・ 施工後の施設の適切な機能保全を行うために、実施した対策工事の内容、対策のため

に行った調査結果や調査過程、対策工法の設計時における考え方、採用した設計値や

工法選定根拠、工事記録（特別仕様書、材料承諾書、出来形管理図、工事完成図、工

事写真など）、対策工事実施後の初期点検の結果等について、工事及び業務の電子納

品成果物等として確実に記録、保存するとともに、電子化されたデータベースに補修

履歴等として確実に入力することが重要である。 

 

・ なお、記録・保存する媒体、形式、整理内容については、関係者間との情報共有にあ

たって不都合が生じないよう調整を図るとともに、将来にわたってデータの活用に支障

がないよう配慮する。 

  

（２）初期点検  

・  初期点検は、施設の諸性能に関する初期状態を把握することが主たる目的である。初

期状態の把握は、初期欠陥（初期ひび割れ等）、損傷の有無の確認、劣化予測の初期デ

ータの明確化という観点から重要である。 

 

・ 点検方法は、目視、写真等による点検を主体とし、異常等が発見された場合には原因

の特定を行うとともに、その程度を評価する。また、点検結果により、必要に応じて詳

細点検を実施する。  

 

・  確認された損傷等は、適切に処置を行うとともに、その結果を記録・保存する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の適切な機能保全を効率的に行うため、設計、施工等の対策の実施内容、補修・補強

等の対策実施後の初期点検結果などを記録し、保存する。  
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